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―耳鼻咽喉科健康診断マニュアルの作成にあたり― 
 

学校保健における耳鼻咽喉科の健康診断の重要性は以前にもまして高まっていると考えられます。耳鼻咽

喉科学校医は就学時、そして児童生徒の成長・発育につれて、耳鼻咽喉科疾患による障害とさらには関連

する心因性疾患、コミュニケーション障害など、さまざまな疾患への対応がせまられています。しかし、

学校健診の本来の目的は、これらの疾患の確定診断ではなく、確定診断へ結びつく的確なスクリーニング

です。学校生活において児童生徒の健康に気を配り、健康を保持していくことはわが国の将来にとっても

大切なことであり、学校医の果たす役割の大きいことはいうまでもありません。耳鼻咽喉科医はこれまで

長い間、学校健診にかかわってきた実績もあり、その重責を果たしてきたと皆自負しております。耳鼻咽

喉科の多くの医師が多忙であるにもかかわらず学校健診に尽くされてきたことは、日本耳鼻咽喉科学会に

とっても誇りであり、今後もその役割に期待されることも多大であります。 

学校健診の現場において、具体的な健診法、健診器具、保健調査票、対象疾患の選別、耳鼻咽喉科学校医

未配置校、そして耳鼻咽喉科医と学校・行政との関係においても、さまざまな既存の問題点抽出や改善は

継続して行われるべきものです。日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会はこれまで多くの委員によって、全

国調査や児童生徒にかかわる疾患群の検討、提言を行ってまいりました。さらに日本学校保健会、日本医

師会、行政とも連携を取りながらより良い学校健診に向けて活動してまいりました。 

このたび、日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会の一企画として「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」の作成

を行いました。将来に向けて本マニュアルが少しでも役に立ち、耳鼻咽喉科学校保健の発展につながれば

と委員一同願っております。 

 

2016 年 3月 

 

日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会 

担当理事 吉原俊雄 

  



 
 
 

 

―耳鼻咽喉科健康診断マニュアルの改訂にあたり― 
 

耳鼻咽喉科健康診断マニュアルを作成してから９年が経ちます。その間には 2020 年 1 月に新型コロナウ

イルス感染症の発生、流行が起こり、学校での健康診断は実施方法が制限されました。2023 年からようや

く社会生活は以前の状態に戻り、学校保健活動や健康診断も従来の体制で行えるようになりました。 

そのような変遷はありましたが、学校保健における耳鼻咽喉科の健康診断さらには健康診断を基にした健

康教育の重要性はさらに増していると思われます。少子化が進む中、健康診断、健康教育に関しては、問

題点も全国各地域で異なるため、耳鼻咽喉科学校医は各々地域の実情に合わせた対応をしています。 

疾患に関しても、花粉症を含めたアレルギー性鼻炎に対する社会的関心への対応、補聴器や人工内耳を使

用している児童・生徒の充実した学校生活への配慮、言語・音声障害への耳鼻咽喉科校医の積極的な関与

などが新たな検討課題として浮かび上がってきました。 

その間に当学校保健委員会は日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会・日本臨床耳鼻咽喉科医会合同学校保健委員

会となる組織改革が行われ、これらの諸課題に対応してまいりました。耳鼻咽喉科健康診断の実施につい

ては、健康診断の現場での具体的な方法、健康診断器具、保健調査票、対応疾患の表記と選別等が再検討

されました。一方、耳鼻咽喉科学校医未配置校、耳鼻咽喉科医師による健康診断未実施校の問題は、依然

として検討課題になっています。これらの問題点の解決を図るために当委員会はさらなる検討、提言を行

っています。その際、日本学校保健会、日本医師会、文部科学省をはじめとした行政と連携を取って活動

をしていることも付け加えます。 

今回当委員会では「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」を改訂することを企画いたしました。改訂版におい

ては、耳鼻咽喉科健康診断に関する具体的な事項の解説に加えて、総合評価・事後措置や健診結果の活用

についても現状に合わせて言及しています。改訂版が急激に変遷する社会情勢に応じ、学校保健活動の更

なる発展に寄与することを委員一同願っております。 

 

2025年 3月 

 

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会学校保健委員会 

担当理事 藤岡 治 

  



 
 
 

［１］健康診断の意義と位置づけ 

 

１．健康診断に関する法的位置づけ 

児童生徒等の健康診断は学校保健安全法第 11条、第 12条で就学時の健康診断、第 13条、第 14条で児

童生徒等の健康診断の実施が義務づけられている。具体的には、学校保健安全法施行規則第 3条から第 11

条に、健康診断の方法および技術的基準が記されている。第 3 条 7 項に、｢耳鼻咽頭疾患の有無は、耳疾

患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する｣と記載されており、また、第 6条 6

項に耳鼻咽頭疾患の記載があり、耳鼻咽喉科学校健診はこれに基づき行われる。 

 

２．教育課程上の位置づけ 

教育課程上では、健康診断は、学習指導要領で｢特別活動｣の健康安全・体育的行事に位置づけられ、教育

的活動として実施される。つまり、健康診断は教育活動でもあるという面も持っている。このことから学

校における健康診断は、家庭での健康観察を踏まえて、学校生活に支障があるかどうかについて疾病をス

クリーニングし、健康状態を把握するという役割と、学校における健康課題を明らかにして、児童生徒等

の人間関係形成、社会参画、自己実現の視点から、健康教育に寄与する役割とがある。 

 

３．健康診断の意義 

健康診断の目的は、健康の保持増進を図り、もって、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資すると

されている。つまり、学校における健康診断は健康の保持増進を目的とした健康状態の把握が中心であっ

て、確定診断を行うものではなく、健康上問題があるか、疾病や異常の疑いがあるか、という視点で選び

出すスクリーニングである。また、耳鼻咽喉科健診においては、単に耳、鼻、咽喉頭疾患の発見のみなら

ず、日常の健康観察をふまえて耳鼻咽喉科領域における心身の発達の程度もチェックする。耳鼻咽喉科学

校健診は知識や技術の習得を促すために必要な諸感覚の発達の程度をチェックするという意味で重要であ

り、特に言語発達や精神発達、ひいては社会性、社会習慣、生活なども考慮に入れながら健康診断を進め

ることが重要である。 

 

 

［２］健康診断実施の流れ 

 

健康診断の実施時期は学校保健安全法施行規則第 5条第 1項の規定により｢毎学年 6 月 30 日まで｣とされ

ている。学校担当者と相談し、日程を決定する。この際、健康診断実施時の健診方法、健診補助者、健診器

具の種類・個数等の確認を行う。健康診断票、保健調査票、事後措置の進め方も相談しておく。健康診断や

事後措置の内容に関しては、学校保健委員会を通じ学校職員や保護者に理解を求めておく。 

  



 
 
 

［３］健康診断の事前準備 

 

準備として、保健調査票を児童生徒に配布し、必要事項を記載させておくことがよい。耳鼻咽喉科学校健

診は、視診および声やことばを聴く聴診が中心であるため、家庭と学校における健康情報の取得により精

度の向上が図れ、限られた時間内により効果的に健康診断が行える。また、本人や保護者が調査票に記入

することにより、耳・鼻・咽喉頭の状態を改めて自分自身や家族が見直すことに役立つ。聴力検査は法律

上「学校医による診断の前に実施する」とされているので、事前に行ったうえで実際の耳鼻咽喉科学校健

診のときに活用する。 

 

 

［４］保健調査・日常の健康観察 

 

１．保健調査の必要性と意義 

健康診断は限られた時間の中で行うため、より充実した健康診断にするに当たっては、事前の準備が重要

である。校長の指導のもと、保健主事、担任、養護教諭が連携し、学校全体として健康診断に取り組むこと

が求められる。 

学校医がより効果的に健康診断を行うためには、担任や養護教諭等が事前に保健調査や学校生活管理指導

表等で児童生徒の健康状態を把握し、学校医に伝えることが重要となる。児童生徒の家庭や学校生活での

日常の様子などの情報が健康診断の前にまとまっていれば、より精度の高い健康診断を行うことができる。

また児童生徒の健康に関する情報を保護者に提供してもらうことにより、保護者の問題意識と健康診断と

をつなぐ大事な架け橋になるとともに、児童生徒が円滑な学校生活を送るうえで必要な健康情報は何か、

保護者自身も知識を深めることができる。その結果、我が子の健康状態を案じている保護者は健康診断結

果についても関心をもつようになり、ひいては適切な事後措置、つまり専門医療機関受診のきっかけにつ

ながる。 

学校保健安全法施行規則の一部改正により、2016 年度から「学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断

を行うため，保健調査の実施時期を，小学校入学時及び必要と認めるときから，小学校，中学校，高等学校

及び高等専門学校においては全学年（中等教育学校及び特別支援学校の小学部，中学部，高等部を含む。）

において，幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。」とされた。児童生徒の保健調査は入

学時および毎年行うことが法令で規定されたことにより、健康診断前に児童生徒の健康状態を把握するこ

との重要性が再認識された。 

特に耳鼻咽喉科健康診断の現場では、耳・鼻・咽喉頭の視診および声や言葉をきく聴診が中心となる。し

かし耳鼻咽喉科の守備範囲である聴覚、平衡覚、嗅覚、味覚などの感覚器異常や、アレルギー性鼻炎が通

年性か季節性かの鑑別、睡眠呼吸障害の判定などは視診・聴診のみでは不十分であり、事前の保健調査に

よって日常の家庭生活と学校生活における健康情報を取得しておく必要がある。 

  



 
 
 

２．保健調査票の項目 

「児童生徒等の健康診断マニュアル（平成 27 年度改訂）」（日本学校保健会発行）に記載されている耳鼻

咽喉科領域の内容は次の項目である。他科領域項目との兼ね合いから、必要最低限の項目となっている。 

1） 聞こえが悪い 

2） 発音で気になることがある、声がかれている 

3） よく鼻水がでる 

4） よく鼻がつまる 

5） 鼻血がでやすい 

6） のどの腫れや痛みを伴う発熱が多い 

7） 普段口を開けている 

8） いびきをかくことがある 

9） 現在治療中の病気がある 

 

保健調査票の項目は全国各地域によって異なるが、日々変化する学校保健情勢に対応するために定期的な

見直しを行う。保健調査票の作成・見直しをする際は、以下の点に留意する。 

① 問診の対象を明らかにすること。小学生は保護者対象とするが、中学生・高校生は健康状態を自分

自身で把握できるため、本人対象とするのがよい。 

② 内容は正しく理解され易い文章とし、かつ簡潔な問診内容とすること。 

③ 可能な限り問診項目数を少なくすること。 

④ 視診・聴診だけではスクリーニング困難な耳鼻咽喉科領域の疾患についても対応できるような内容

とすること。 

 

３．日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会作成の保健調査票 

日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会では、耳鼻咽喉科健康診断の精度向上と合理化を図り、そして児

童生徒の心・睡眠・平衡機能・アレルギーの問題などにも対応できるような調査項目と形式を提案してい

る。 

小学生用は回答を求める対象を保護者としているが、学校現場で児童の健康状態を最もよく把握している

学級担任用の記入項目も設けてある。中学生用は回答を求める対象を生徒本人としている。また養護教諭

用の項目として前年度の診断名、事後措置の結果、選別聴力検査結果などを記入する欄を設けてある。 

次頁に保健調査票（例）を提示する。 

  



 
 
 

保健調査票（例） 

 

 

 

小学生用（保護者、学級担任記入用） 

下記の事項の中であてはまるものに○印、または記号を記入してください 

 

耳 

鼻 

咽 

喉 

科 

調 査 事 項 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

家
族
や
自
分
で
気
付
い
て
い
る
こ
と 

1 呼んでも返事をしない、聞き返しが多い       

2 テレビの音量を大きくする       

3 中耳炎にたびたびかかったことがある       

4 乗り物に酔いやすい       

5 かぜをひいていないのに鼻がつまりやすい       

 

6 

くしゃみや鼻水が出やすい 

その時期がわかれば記号を記入してください 

a.季節性  b.一年中 

      

7 鼻血をよく出す、出やすい       

8 よくいびきをかいている       

9 口をあけていることが多い       

10 睡眠中に短時間、呼吸が停止することがある       

11 のどを痛めやすい       

12 声がかれている       

13 発音がおかしい       

 

14 

現在治療している耳、鼻、のどの病気がある 

該当する記号を記入してください 

a.耳  b.鼻  c.のど 

      

学
級
担
任
が
気
付
い
て
い
る
こ
と 

1 きこえが悪い、聞き返しが多い       

2 鼻をすすることが多い       

3 鼻血をよく出す       

4 発熱で欠席することが多い       

5 声がかすれている       

6 発音が気になる       

7 授業中によく居眠りをする       

8 ことば・きこえの教室に通級している       

  

（注）小学生用の保健調査票に学級担任の記入項目を設けたのは、学校現場における児童の状態を 

最もよく把握しているのは、学級担任であるからである。 

 



 
 
 

 

 

中学生用（本人記入用） 

下記の事項の中であてはまるものに○印、または記号を記入してください 

 

耳 

鼻 

咽 

喉 

科 

調 査 事 項 1 年 2 年 3 年 

1 聞こえが悪い（ききとりが悪い）、聞き返しが多い    

2 テレビの音量を大きくする    

3 耳鳴りが気になる    

4 乗り物に酔いやすい    

5 かぜをひいていないのに鼻がつまりやすい    

6 

くしゃみや鼻水が出やすい 

その時期がわかる人は記号を記入してください 

イ 季節性  ロ 一年中 

   

7 鼻血をよく出す、出やすい    

8 におい、または味がにぶい    

9 いびきをかくとよく言われる    

10 声がかすれている    

11 
発音がおかしいと言われる 

（具体的な内容：              ） 

   

12 

現在治療している耳、鼻、のどの病気がある 

該当する記号を記入してください 

イ 耳  ロ 鼻  ハ のど 

   

 

（注）中学生用の保健調査票は、回答を求める対象を中学生本人としている。 

 



 
 
 

 

 

 

養護教諭用（小学生・中学生共用） 

下記の事項の中であてはまるものに記号、または必要事項を記入してください 

 

耳 

鼻 

咽 

喉 

科 

調 査 事 項 1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 

 

1 

耳鼻咽喉科健診の所見・疾患名 

下記の所見・疾患名一覧より選び番号を記載 

 記載例 ：「0」、「ア A1」、「B3」、「E」など 

      

 

 

 

2 

事後措置：保護者からの報告 

        a.異常なし 

        b.治療開始 

        c.治療中 

        d.治療完了 

        e.受診（報告）なし 

わかれば診断名を記入 

      

 

3 

選別聴力検査で異常あり 

a.右 1000Hz  b.右 4000Hz 

c.左 1000Hz  d.左 4000Hz 

      

 

4 

専門医療機関での精密聴力検査結果 

a. 異常あり 

b.異常なし 

      

 

5 

 

その他：耳鼻咽喉科領域で気になること 

 

      

 

＜所見・疾患名一覧＞ 
０：異常なし  

A：耳  ア：右耳 イ：左耳 ウ：両耳 

A1 耳垢栓塞  A2 滲出性中耳炎  A3 慢性中耳炎  A4 難聴疑い 

B：鼻  

B1 アレルギー性鼻炎  B2 鼻中隔わん曲症  B3 副鼻腔炎  B4 慢性鼻炎 

C：咽頭および喉頭  

C1 アデノイド増殖症の疑い  C2 扁桃肥大  C3 扁桃炎  C4 音声異常  C5 言語異常 

D：口腔  

 E：その他  

 



 
 
 

４．耳鼻咽喉科学校医未配置校への対応 

以前から耳鼻咽喉科の学校医未配置校が存在し、現状では内科校医による対応を余儀なくされている。そ

のため｢内科校医で施行可能な耳鼻咽喉科領域の検診法｣が問われている。しかし耳鼻咽喉科健康診断は特

殊性を有し、その施行は困難であるため、保健調査票を有効活用することが重要となる。 

保健調査票の内容と健康診断結果を総合的に検討し、専門医による診察の必要性が少しでもあれば、耳鼻

咽喉科専門医の受診を勧めることが望まれる。保健調査票の内容は、簡潔でありながら耳鼻咽喉科健康診

断を補うに十分な項目とすることが望ましい。 

  



 
 
 

［５］検査の項目および実施学年 

 

１．検査項目 

学校保健安全法第 13条にて、「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学

生を除く）の健康診断を行わなければならない。」と規定されている。また学校保健安全法施行規則第 5条

にて「児童生徒等の健康診断は、毎学年、6月 30 日までに行うものとする。」とされ、健康診断における検

査項目に「聴力」と「耳鼻咽頭疾患」がある。 

１）聴力 

学校保健安全法施行規則第 3条にて、方法および技術的基準として「聴力は、オージオメータを用いて

検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。」と規定されている。 

毎年全学年全員に実施することが望ましいが、学校保健安全法施行規則第 6条の 4によって、小学校の

第 4・6 学年、中学校及び高等学校の第 2 学年、高等専門学校の第 2・4学年では除外できるとされてい

る。しかし除外できる学年であっても、前年度の選別聴力検査で所見があり、事後措置にて「難聴」と

診断された児童生徒については、聴覚管理の重要性の見地からも選別聴力検査を行うことを推奨する。 

 

２）耳鼻咽喉頭 

平成 6 年 12 月に発令された学校保健法施行規則の一部改正により、学校健診は確定診断をする診断行

為ではなく、問題の有るもの、疑いのある疾患を拾い出すスクリーニングであるとの考えから、「耳鼻咽

頭疾患の有無は耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等に注意する」とされた。

このような包括的疾患群名では耳鼻咽喉科領域の健康管理・保健指導・疾病動態の統計的把握ができな

いため、学校健診では「学校における健康診断で対象となる主な疾患（所見）名と判定基準」（23頁表を

参照）を使用することを推奨する。 

 

付.音声言語異常の検診 

学校保健安全法施行規則第３条により、耳鼻咽頭疾患の有無のひとつとして「音声言語異常」に注意す

ることが求められている。耳鼻咽喉科健康診断における音声言語検診は、すべての児童生徒に簡便に行

えること、何も抵抗なく行えること、短時間で済むこと、そして耳鼻咽喉科医であれば誰もがスクリー

ニングできるような検診法が望まれるが、たとえば健康診断時の会話のやり取りによる方法と、絵図版

を用いた方法がある。具体的には、児童生徒が健康診断医の前に立ったとき、まず「名前＋です」と発

声させる。これにより嗄声・開鼻声・閉鼻声など「音声異常」の有無と、構音障害や吃音など「言語異

常」の有無がある程度診断できる。さらに音声言語検診のための絵図版（参考資料２を参照）を用い、

「ゾウ」「テレビ」「ハサミ」「キリン」の 4つの単語を発音させて確認することで診断の精度が上がる。 

音声言語検診の詳細に関しては｢学校保健での音声言語障害の検診法｣（日本耳鼻咽喉科学会学校保健

委員会 平成 24年刊行）、言語検診法の詳細は、日耳鼻・臨床耳鼻科医会学校保健委員会「令和 5年 1月  

耳鼻咽喉科学校保健の動向」（日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 HPからダウンロード可能）を参照された

い。 



 
 
 

参考資料１．音声言語検診法の実際 

 

１） 医師  「お名前は？」 

児童  「〇〇 △△です」 

～～発音や音質が気になる場合や時間にゆとりがある場合、年齢と誕生日を追加～～ 

医師  「年齢は何歳ですか？」 

児童  「 ※ 歳です」 

医師  「誕生日は何月何日ですか？」 

児童  「◯月△日です」 

 

※ 年齢と誕生日の質問をすることにより「※サイ」でサ行音、「◯ガツ △ニチ」でガ行音、タ行音の構音

障害、吃音、音声障害を発見しやすくなる。開鼻声があるときは、粘膜下口蓋裂の有無について口蓋

をよく観察する。 

 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

２） （耳、鼻、のど、頸部の視診触診） 

 

３） 医師   絵図版 1 の左上の絵図を指さして「これは何ですか？」 

児童   次のどれかを答える 「ゾウ（正常）」・「ドウ」・「ドー」・「ジョウ」  

医師   右上の絵図を指さして「これは？」 

児童   次のどれかを答える 「テレビ（正常）」「テエビ」・「テベイ」・「テビレ」・「パソコン」 

医師   左下の絵図を指さして「これは？」 

児童   次のどれかを答える 「ハサミ（正常）」・「ハタミ」・「ハシャミ」     

医師   右下の絵図を指さして「これは？」 

児童   次のどれかを答える  「キリン（正常）」・「キイン」・「チリン」・/キ/or/リ/の側音化 

 

４） 一回で判断が困難な場合は、複数回発音してもらう、または絵図版２で確認する。 

① キリン・・・ツミキ、ツキ     キリン・・・リンゴ・コイノボリ 

② ゾウ ・・・ジテンシャ・ミズ  

③ ハサミ・・・スイカ 

④ テレビ・・・ジテンシャ      テレビ・・・リンゴ・コイノボリ 

  







 
 
 

２．重点的健康診断について 

過去には、耳鼻咽喉科医の絶対数が少ないために耳鼻咽喉科学校医の普及率が低いという問題があった。

そこで普及率向上を目指して、疾病像の変化や年齢的推移などを十分に考慮したうえで耳鼻咽喉科専門医

による学校健康診断を普及させるための効果的な方法として考案されたのが「重点的健康診断」である。

具体的には学校健康診断の必要性が高い学年と、そうでない学年とに分け、前者にはより精度の高い健康

診断すなわち「重点的健康診断」を行う。そして健康診断の重点化によって生ずる時間的余裕を機能検査

（平衡機能など）に振り当てて静的健診から動的健診への転換を図るとともに、健康相談や保健指導など

に力を注ぐことを目標とした。 

学校健康診断を行う学年は、感染に対する免疫防御機構が未熟なために中耳炎・鼻副鼻腔炎・扁桃炎など

に罹患しやすい小学校低学年と、学校生活環境が大きく変化する中学校１年、高等学校１年を重点として

いる。その他の学年については、前年度有所見者および本人、保護者、担任から申し出のあった者につい

て健康診断を行う。一見“間引き健診”と思われがちだが、毎学年行う保健調査および原則として毎年行

う聴力検査にておおむね全学年の児童生徒の健康状態を把握することができる。当然ながら、健康診断を

受けられない学年の児童生徒に対しては、耳鼻咽喉科学校医が保健調査の内容を十分に把握したうえで個

別に保健指導を行う準備を整える必要がある。 

近年少子化が進行し、全国の児童生徒数は減少を続けている。そのため耳鼻咽喉科学校医の数が多い地域

では時間的・体力的負担が大きいために対応できないとは言いきれず、学校保健安全法施行規則に則って

全学年全員の健康診断を実施する地域も増えてきている。その一方で地域性や時間の制約、行政側の財源

問題などで重点的健康診断を余儀なくされている地域は存在する。 

重点的健康診断は公的に認められた健診法ではなく、実施するに当っては所轄の教育委員会と当該校の理

解を求めることが必要となる。また学校側から全学年全員の健康診断を求められた場合は拒むことはでき

ない。 

 

どの地域も全学年全員健康診断を実施することを目標とすべきである。しかし実現困難な場合は学校健康

診断対象外となった児童生徒への対応が重要であり、以下の点に留意する。 

１）学校健康診断を行わない学年の児童生徒に十分対応しているか？ 

以下に該当する者は健康診断を行うことが望ましい。 

① 保健調査票で症状がある者 

② 学校側（養護教諭）が必要と判断した者 

③ 耳鼻咽喉科学校医が必要と判断した者 

④ 選別聴力検査で異常があった者 

⑤ 前年度の健康診断で異常があった者 

⑥ 児童生徒本人・保護者が健康診断を希望している者 

２）最終的に学校健康診断を行わなかった児童生徒に対し、本人の健康保持増進を損なわないための対応

をしているか？ 

① 個別の保健指導・健康相談などを行う 









 
 
 

1-5 選別聴力検査の留意事項 

1) 就学前の幼児や低学年児童は検査に不慣れであるため、応答が不明確になりやすく難聴児を見逃す恐

れもある。就学時健康診断では就学時健康診断調査票の内容、定期健康診断では保健調査票の内容お

よび前年度までの聴力検査結果を参考として検査を慎重に進める。 

2) 選別聴力検査の結果、難聴が疑われた児童生徒や応答が不明瞭だった児童生徒については、日を改め

て再度選別聴力検査を施行することが望ましい。 

3) 選別聴力検査で「難聴の疑い」のある児童生徒の事後措置については、耳鼻咽喉科学校医による健康

診断結果も併せて、耳鼻咽喉科学校医の直接の指示のもとで本人と保護者へ通知する。 

 

1-6 特別支援学校における聴力検査 

聴力検査は心電図検査や尿検査などと異なり被検者の応答の必要な心理的検査である。さまざまな障害を

持つ特別支援学校や特別支援学級在籍児ではオージオメータを用いた検査が困難なことが少なくない。特

別支援学校小学部在籍児ではオージオメータを用いた聴力検査が可能な割合は３分の１程度であり、検査

困難児に対し従来は鈴振り音や声かけに対する定性的反応の代用で済まされてきた。しかしさまざまな障

害をもつ児童生徒が学習していくうえで、聴覚からの情報は極めて大きなウエイトを占めている。周波数

ごとの検査が可能な乳幼児聴力検査機器の導入や、聴力検査の専門家である聴覚支援学校教員や言語聴覚

士が介入することで、より精度の高い検査の実施が望まれる。 

また「音がきこえること」と「ことばが理解できること」は別の次元である。たとえば近年注目されてい

る LiD/APD などは中枢での情報処理の問題が関わっており、通常の聴力検査に加えて、騒音下でのことば

の聞き取り検査など中枢に関わる検査の実施と対応が必要な場合がある。 

 

1-7 難聴の疑いの再検査 

選別聴力検査の結果、難聴が疑われたものについて再検査を行う場合は、耳鼻咽喉科学校医の直接の指示

のもとに、以下の要領で行うとよい。学校での再検査は必ずしも必要ではなく、一般的には事後措置とし

て専門医療機関での精査に委ねる。 

1） 1000Hz で充分に聞こえる強さの音を聞かせる。 

2） 次いで音を次第に弱めて、全く聞こえなくなった時点から再び音を強めていく。そこで初めて応答の

あった dB値（閾値）を測定する。 

3） さらに 2000Hz の閾値、4000Hz の閾値を検査で求める。 

4） 次に今までの検査が正しく行われたかどうかを確認するために 1000Hz の閾値を再度検査する。 

5） 最後に 500Hz の閾値を測定する。 

  



 
 
 

２．耳鼻咽喉科健康診断の実際 

学校健康診断の前にあらかじめ保健調査票を児童生徒に配布し、家庭内で記入し事前に回収する。保健調

査票を活用して、限られた時間内で効率的に精度の高い健康診断を行うようにする。健康状態を反映させ

るために、保健調査票を記入する日は学校健康診断を行う直近が望ましい。学校健康診断の当日までに選

別聴力検査を実施し、健康診断時の参考とする。 

 

2-1 日程調整 

定期健康診断は学校保健安全法施行規則により 6 月 30 日までに終了することが定められている。耳鼻咽

喉科学校医は複数校を担当する場合が多いため、前年の 12月頃から各学校の養護教諭と学校健診の日程調

整を行うようにする。健康診断の候補日の調整は、電話よりも電子メールやＦＡＸを利用すると通常の外

来診療を中断することがなく便利である。 

就学時健康診断は毎年 10～12 月にかけて、次年度小学 1 年生として入学する児童を対象に実施される。

内科・小児科・歯科の健康診断と合同で行われることが多いので、養護教諭との事前の日程調整は余裕を

もって行うことが重要である。 

 

2-2 準備 

健康診断器具・用具：ヘッドライト（または額帯鏡と側燈）、鼻鏡、耳鏡、舌圧子、絵図版（音声言語診断

用）、消毒器具等を準備する。養護教諭が人事異動になった場合、準備の仕方が前任者から伝達できていな

い場合があるので、事前に打ち合わせをしておく必要がある。小学校低学年では、器具に対する恐怖心を

与えないような配慮が必要である。そのため、健康診断の順番として耳から始めるとスムーズにいくこと

が多い。滲出性中耳炎の検出のために、光源付き拡大耳鏡の使用が有効である。 

 

2-3 器具の消毒・整備 

器具の消毒については、原則としてオートクレーブ滅菌を基本とする。オートクレーブ滅菌を行う場合、

当然のことながら健康診断器具は児童生徒の人数分を確保する。 

健康診断器具の準備は、レンタル業社を利用すると滅菌された器具が児童生徒の人数分準備されるので便

利である。市町教育委員会は、器具を一括で購入するよりも該当年度に必要な経費を市議会に予算計上し

やすい利点がある。 

 

2-4 健康診断の場所 

通常、保健室・教室等を健康診断場所として使用する場合が多いが、児童生徒の動線を考慮して医師、介

補者、記録係、机、椅子等を配置する。健康診断にはヘッドライド等の光源を使用するが、健康診断の場所

全体がある程度暗いことが望ましい。光源ルクスは同じでも周辺とのコントラストから耳鼻咽喉科健康診

断を実施しやすいためであり、少なくとも医師の背部に暗幕を張るなどして、外界からの光を遮る必要が

ある。鼓膜や鼻腔、咽頭粘膜の色調などは非常に重要であるため、コントラストが不足すると色調が変わ

って判定を誤る恐れがある。 



 
 
 

また音声言語検査をする時は、児童生徒に発声させるので、静かな場所が要求される。そのため健康診断

中は待機中の児童生徒に私語を慎むよう指導する。 

 

2-5 健康診断時のポイント（例） 

• 小学校低学年では直立で、小学校高学年以上では椅子に座らせて診察すると医師への負担が少ない。 

• 耳の診察の際には、介補者に左右それぞれ 90度、顔だけ横に向けてもらう。これにより診察医師が左右

に回り込む手間が省け、診療時間の短縮のみならず、長時間に及ぶ健康診断での疲労軽減につながる。 

• 保健調査票で該当項目にチェックのあった場合や事前の選別聴力検査で難聴の疑われる児童生徒は、養

護教諭からその内容を健康診断の開始前または健康診断中に伝えてもらう。 

• 名前を言わせて音声言語異常の有無をチェックする。時間的に余裕がある場合は、年齢と誕生日も発声さ

せると情報が増える。 

• 口腔咽頭の観察には「あー」と発声をさせると観察が容易である。 

 

2-6 プライバシーの保護および個人情報の管理 

健康診断でのプライバシー保護の対策について、個別・個室での健康診断が理想であるが、健康診断の効

率との兼ね合いも含めて、現場でのパーティション（遮蔽板）の利用、保健調査票における症状の記号・番

号化、所見名の記号・番号化、結果通知書の封入等を考える。また、結果の処理や活用の際に、個人情報が

特定される情報が外部に漏れたりすることのないように、健康診断票等の個人情報の管理に十分配慮しな

ければならない。 

  



 
 
 

例．パーティションで区切った健康診断スペース 

 

例１                       例２ 

 

例 3                       例 4 

2-7 健康診断実施時の感染対策について 

新型コロナウイルス感染症は、令和 5年 5月 8日から「5 類感染症」になった。法令に基づいて行政がさ

まざまな要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し児童生徒の自主的な取り組みをベースと

した対応に変わった。しかし学校においては、家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握、適切な換

気の確保、手洗い等の手指消毒や咳エチケットの指導といった対策を講じることが引き続き求められてい

る。学校健診の実施に当たっても、さまざまな感染症から児童生徒そして学校医を守るために、飛沫感染

及び接触感染予防のために基本的な感染対策を引き続き行うことが重要である。 



 
 
 

３．学校健康診断における病名とその判定基準についての解説 

学校健康診断では学校生活に支障をきたし早期の治療が必要な場合のみ「疾患（所見）あり」として通知

することが理にかなっており、決して疾病のある児童生徒を全員抽出することではない、ということを念

頭に入れて健康診断に臨む必要がある。また学校健康診断結果については学校医・健診医の個人差が著し

くなる恐れがあるため、疾患（所見）名の普遍化・平均化のための判定基準が必要であり、それに則って疾

患（所見）の有無をスクリーニングしなければならない。 

  



 
 
 

学校における健康診断で対象となる主な疾患（所見）名と判断基準 

 

注 
栓塞ではない耳垢により鼓膜の検査ができないものは「耳疾患：耳垢栓塞」に含めず、その旨を別に通知

する。 

 

部位 疾患（所見）名 内容 

耳 

耳垢栓塞 

滲出性中耳炎 

慢性中耳炎 

難聴の疑い 

・耳垢が外耳道を塞いでおり、難聴、耳閉塞感、耳鳴り等をきたす可能性のあるもの。 

・滲出液の貯留を認めるもの。鼓膜陥凹および鼓膜癒着の疑いのあるものを含む。 

・鼓膜穿孔を認めるもの。 

・選別聴力検査で異常のあるもの。保健調査票等で難聴、耳鳴り等の訴えがあるもの。 

鼻 

アレルギー性鼻炎 

 

鼻中隔わん曲症 

副鼻腔炎 

 

慢性鼻炎 

・下鼻甲介粘膜の色調は蒼白で腫脹のために中鼻甲介がみえず、水様性鼻汁が充満 

しており、学校生活に支障をきたす可能性があるために早期の治療が必要なもの。 

・わん曲が強度で鼻呼吸障害および鼻出血等の原因になると思われるもの。 

・中鼻道、嗅裂に粘液性分泌物を認める場合や、鼻茸や後鼻漏を認めるなど副鼻腔炎 

が疑われるもの。 

・上記疾患以外で鼻汁過多が著明で鼻呼吸障害の疑いがあるもの。アレルギー性鼻炎 

や副鼻腔炎と区別できないもの、肥厚性鼻炎、萎縮性鼻炎、分泌物等のために深部 

を視診できない場合を含む。 

咽頭 

および 

喉頭 

アデノイド増殖症

の疑い 

扁桃肥大 

扁桃炎 

音声異常 

 

言語異常 

・保健調査票により、いびき、口呼吸等の訴えがあり鼻呼吸障害、睡眠呼吸障害が 

疑われるもの。いわゆるアデノイド顔貌の有無に注意する。 

・高度の肥大のために、睡眠呼吸障害や嚥下障害をきたす可能性があるもの。 

・口蓋扁桃に慢性炎症所見を認めるもの。習慣性扁桃炎、病巣感染源が疑われるもの。 

・保健調査票の所見を参考にして名前や年齢等を発声させ、嗄声、変声障害、開鼻声・ 

閉鼻声等に注意する。 

・保健調査票の所見を参考にして名前や年齢等を発声させ、構音障害（置換・省略・ 

転置）、側音化構音、吃音、言語発達遅延などに注意する。 

口腔 舌小帯短縮症、唇裂、口蓋裂およびその他の口腔の慢性疾患に注意する。 

その他 唾液腺、甲状腺等の頭頸部領域の疾患、神経系の疾患および腫瘍等に注意する。 





 
 
 

4. 難聴の疑い 

選別聴力検査で、1000Hz 30dB、4000Hz 25dBの音を聴取できない場合は、この疾患（所見）名を付し

て耳鼻咽喉科医に受診して精密検査を受けさせる。また保健調査票において難聴、耳鳴等の訴えがある

場合にも、精密検査を受けさせることが望ましい。 

 

 

B. 鼻 

健康診断前少なくとも 30分以内に鼻をかまないように指示する。学校健診における疾患（所見）名は

慢性疾患のみとして急性疾患は除外することから、感冒等による急性症状を考慮して判定する必要があ

る。 

正常とみなす範囲について： 

(1) 鼻腔内形態が正常かつ清浄で、中鼻道がよく開いており、嗅裂も明らかに認められ、鼻甲介にも肥

厚や萎縮のないもの。 

(2) 上記に準ずる形態で、わずかに漿液性ないし粘液性の分泌液があったり、鼻甲介に軽度の肥厚や萎

縮が認められたりする程度のものも、あえて治療するほどの必要を認めない場合は正常範囲に含め

るものとし、特に疾患（所見）名を付さない。なお鼻の機能としては、鼻呼吸が正常に保たれてい

ることが最も重要であるので、正常、異常の診断にはこのことを十分に考慮すべきである。 

 

1. アレルギー性鼻炎 

保健調査票を参考にして、鼻閉、鼻汁等の症状・所見が高度であり、学校生活に支障をきたし早期の

治療が必要な場合に疾患（所見）ありとして通知し、すべてのアレルギー性鼻炎疑いに通知するべきも

のではない。症状・所見が高度とは「鼻アレルギーガイドラインの局所所見の程度分類（+++）」を目安

として、下鼻甲介粘膜の色調は蒼白で、腫脹のために中鼻甲介がみえず、水様性鼻汁が充満している場

合に疾患（所見）ありとする。健診時に軽度な症状・所見である場合は通知せず、既に診断・治療がさ

れている場合は本人および保護者に対する保健指導と助言にとどめる。 

  





 
 
 

 

C. 咽頭および喉頭 

1. アデノイド増殖症の疑い 

保健調査票によるいびき・口呼吸・睡眠中に呼吸がとまる等の訴えがあり、鼻呼吸障害、睡眠呼吸障

害が疑われるも場合には本項を通知して、事後措置による精密検査に委ねる。健康診断時には、口呼吸

が原因となって起こるアデノイド顔貌（下あごが上あごより引っ込み、あごと首の境があいまいにな

り、口元がでている）の有無を判定する。 

 

2. 扁桃肥大 

扁桃肥大は口蓋扁桃が大きい状態を指すもので病気ではない。ただし、口蓋扁桃が大きいために睡眠

呼吸障害や嚥下障害等の機能障害をきたす可能性のある場合は、手術等の治療を考慮することがある

ために扁桃肥大と診断する。口蓋扁桃の肥大は、アデノイド増殖症、鼻疾患とともに、睡眠呼吸障害の

原因として重要である。扁桃炎を合併する場合は、扁桃炎として通知する。 

 

3. 扁桃炎 

口蓋扁桃に膿栓や角化を認めたり、凹凸不平で瘢痕状となり硬化した所見を呈するもの、前口蓋弓に

著明な発赤を示すなど口蓋扁桃に慢性炎症所見のある場合に通知する。習慣性扁桃炎や病巣感染源が

疑われる場合も通知して事後措置に委ねる。保健調査票にのどをいためやすい等の記載があるものも

この項に含めるべきか考慮する。 

 

4. 音声異常 

保健調査票の「声のかすれ」の項目を参考にした上で、名前・年齢・生年月日を名乗らせて嗄声、開

鼻声、閉鼻声等を判定する。事後措置として受診した耳鼻咽喉科では、声帯結節・声帯ポリープの有無、

開鼻声・閉鼻声の原因の精査、変声障害（声変わり障害）の鑑別を行う。不適切な発声習慣や放課後の

スポーツが原因となる場合も多いので、原因の追究とそれに基づく指導を行い必要ならば学校、家庭の

理解と協力を求める。 

 

5. 言語異常 

保健調査票の「発音がおかしい」の項目を参考にしたうえで、名前・年齢・生年月日を名乗らせる。

就学時健康診断や小学校低学年の学校健康診断では絵図版（12項：参考資料 2、13項：参考資料 3 を

参照、使用法は「学校保健での音声言語障害の健診法」日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会編を参照）

を提示して発音させる。構音障害、側音化構音、吃音、言語発達遅滞の異常の疑い等のある場合は家庭

に通知して耳鼻咽喉科への受診を促す。受診した耳鼻咽喉科では事後措置として言語障害の有無を評

価したのち、必要ならばことばの教室や専門機関に治療や訓練について紹介を行う。耳鼻咽喉科医も努

めて言語異常に関する知識を習得し治療に参加する必要がある。 

  





 
 
 

② 事後措置の方法 

(ア) 健康診断結果の通知 

� 健康診断結果（所見の有無）を児童・生徒およびその保護者に速やかに通知する。 

� 児童・生徒およびその保護者に所見についての情報を適正に提供する。すなわち所見に対

する指示が児童・生徒およびその保護者に正しく理解されるように、所見の知識、理解の啓

発に努める。 

(イ) 健康診断結果通知後の経過観察 

� 保護者は、児童・生徒の所見を充分理解したうえでその指示に従う。 

� 医療機関を受診した児童・生徒の保護者はそこで得た情報を保護者の責任において学校に

報告する。 

(ウ) 健康診断結果のまとめ 

� 保護者からの報告書を参考にして家庭ならびに学校における児童・生徒の健康管理および

保健指導を行う。 

� さらに地域社会も参加して、学校・家庭・地域社会が三位一体となって児童・生徒への健康

支援的環境作りに努力する。 

(エ) 健康診断結果の記録 

� 健康診断終了後、個々の健康診断票に記録する。 

� 学校としての記録は、健康診断結果をまとめた後に、年次統計として記録しておくことが

望ましい。 

(オ) 統計 

� 全国・都道府県・市区町村・学校などの学校保健統計をとり、実態や傾向を把握する。 

 

③ 健康診断後の受診率を向上させるための方策 

(ア) 保健だよりの活用 

� 医療機関を受診して事後検査を受けるとよいことを発信する。疾患があれば早期発見や早

期治療ができる。異常がなくても安心感につながる。 

� 夏休み・冬休み等、時間的余裕のある長期休み前に保健だよりで受診を促す。 

(イ) 二者・三者面談の活用 

� 面談時に医療機関受診の状況を聞き、受診していない場合は受診を促す。 

(ウ) 養護教諭や担任からの個別の声掛け 

� 自分の健康状態を認識できる小学生高学年〜中学生に対しては、受診の必要性について直

接声掛けして受診を促す。 

 

2. 学校から保護者への通知書 

所見については所見Ａと所見Ｂの 2 つのランクに分けることを推奨している。保健調査の内容と選別

聴力検査結果および学校健康診断時の検査にて明らかな所見・症状を認め、早急に専門医療機関受診を



 
 
 

必要とする場合を「所見Ａ」とする。検査上所見はあるが、その程度や症状が軽度の場合、問診や保健

調査の内容を踏まえて保護者に通知しておくべきと判断した場合を「所見Ｂ」とする。 

また学校健康診断の結果、所見のない児童生徒に対してもその旨を通知し、当該児童生徒の健康の保持

増進に役立てることが重要である。 

選別聴力検査の結果、異常が見られた場合についても別途通知する。その際に保護者が難聴ということ

ばに非常に敏感であることに留意する必要がある。 

  



 
 
 

① 耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ（所見があった場合） 

 

 
   年   月   日 

保 護 者 様 
 
  年  組 児童生徒氏名             学 校 名               
                         
                          校長氏名               
 

耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ 

 
本年度の耳鼻咽喉科健康診断の結果、お子様には以下の所見がありましたので、 
お知らせいたします。 
    

 

 

 

 耳垢等のために鼓膜の観察ができませんでした。 

 

• 所見Ａのお子様は、なるべく早く専門医の診察、指導を受けられますことをお勧めいたし

ます。 
• 所見Ｂのお子様は、所見や症状の程度が軽度なものです。経過によって症状が出てきた場

合には耳鼻咽喉科を受診し、治療と指導を受けてください。 
• 「耳垢等のために鼓膜の観察ができませんでした」に◯があるお子様は、耳鼻咽喉科で耳

の病気のチェックを受けることをお勧めします。ご家庭で耳垢を無理に取ろうとすると耳

を傷つけたり奥に押し込むおそれがありますのでご注意ください。 
 
• 所見や症状につきましては別紙「学校における健康診断で対象となる主な耳鼻咽喉科所見

名の説明」をお読みいただき、お子様の健康状態や受診の判断の参考にしてください。 
• 医療機関で詳しい聴力検査を受けられた場合は、聴力検査結果のコピーをもらい、受診報

告書とともに学校に提出してください。 
 

 ※ 専門医の診察を受ける際は、必ずこの用紙をお持ちください。 

                                           

  

所見 
Ａ  

Ｂ  



 
 
 

② 耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ（所見がなかった場合） 

 

                                                   

 
    年    月    日 

保 護 者 様 
 
   年  組 児童生徒氏名             学 校 名               
 
                           校長氏名                
 

 

耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ 

 

本年度の耳鼻咽喉科健康診断の結果、お子様には特記すべき所見を認めませんでした。 
 

 

 

                                                

  



 
 
 

③ 選別聴力検査結果のお知らせ 

                                                

 

 年   月   日 

保 護 者 様 
 
  年  組 児童生徒氏名             学 校 名               
                         
                          校長氏名               
 

聴力検査結果のお知らせ 

 

本年度健康診断における聴力検査の結果、はっきり聞き取れないところ（丸囲み）がありまし

たので、お知らせいたします。学校での検査は、最終診断ではありませんのでご了承ください。 

 

右耳 1000Hz/30dB 4000Hz/25dB 

左耳 1000Hz/30dB 4000Hz/25dB 

 

医療機関にて精密検査を受けられることをお勧めしますが、以前からそのような様子である

ことが分かっている場合は、その旨を学校にお知らせください。 

なお医療機関を受診された場合は、下の報告書を学校に提出してください。 

 

※ 受診報告書は、保護者の方がご記入ください。医師による証明は必要ありません。 

※ 医療機関で詳しい聴力検査を受けた場合は、聴力検査結果のコピーをもらい、受診報告書

とともに学校に提出してください。 

                                                

   年   月   日 

受 診 報 告 書 

 

  年  組  児童生徒氏名              

 

受診した医療機関名 

 

診察の結果・医師からの指示等 

 

                                                





 
 
 

4. 保護者から学校への報告書 

学校から所見の有無の通知を受けたとき、児童生徒の保護者は所見の内容および医療機関受診の必要性を

理解したうえで健康診断結果の通知書の指示に従う。医療機関を受診した場合、そこで得た情報は保護者

の責任のもとで学校に報告するのが正論であるため、報告者は必ずしも医師でなくてもよい。しかし地域

や学校の事情によっては医師が報告することも考えられる。また学校への受診報告書には医師の指示や学

校生活上の配慮を記入する欄を設けることも大切である。 

 

耳鼻咽喉科受診報告書 

                                                

 

   年   月   日 

 

      年  組  児童生徒氏名              

 

     受診年月日        年   月   日 

 

     受診した 

     医療機関名                        

 

     診 断 名                        

 

     診断の結果   （該当するものに◯を付けてください） 

              １．このまま様子を見る（経過観察） 

              ２．治療開始 

              ３．現在治療中 

              ４．治療終了 

              ５．その他（                       ） 

 

受診した医療機関での検査結果や医師から指示されたこと、学校生活面で配慮すべきこと等が 

ありましたらご記入ください。 

 

                                            

  



 
 
 

5. ５in１様式による「耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ」（AB 方式、非 AB 方式） 

従来の「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」記載の５つの様式 ①耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ（所

見があった場合） ②耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ（所見がなかった場合） ③選別聴力検査結果

のお知らせ ④耳鼻咽喉科疾患（所見）名の説明 ⑤耳鼻咽喉科受診報告書 を１枚にまとめた 5 in 1

様式による「耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ」を作成した。 

AB方式採用地域用に「耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ AB方式」、非 AB方式採用地域用に「耳鼻咽

喉科健康診断結果のお知らせ 非 AB方式」の 2種類を作成した。 

 

• 「所見なし」の場合の項目を作成して、「気になる症状がありましたら耳鼻咽喉科を受診してくだ

さい。」との説明文が加えてある。 

• 「鼓膜の観察できず」の項目を作成して、「耳あか等のために鼓膜の観察ができませんでした。耳鼻咽喉

科を受診して耳疾患の有無の確認をお勧めします。」との説明文が加えてある。 

• 該当する疑い疾患（所見）名の前に、AB式の場合は A又は B、非 AB式の場合は〇を記入する。 

• 児童生徒および保護者に疾患（所見）名の内容が理解しやすいように、「疾患（所見）名の内容と

説明」を記載してある。 

• 保護者の責任のもとで学校に報告するために、学校への報告書は保護者記入とし、①医師の診断を

受けた場合 ②医師の診断を受けなかった場合 のどちらかを記入する形式にしてある。 

  



 
 
 

① 耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ AB 方式 

 

  

所見Aの方は、なるべく早く医師の診察、指導を受けることをお勧めします。

所見Bの方は、所見や症状の程度が軽度であり、経過によって症状が出てきた場合には医師の診察を受けてください。

鼓膜の観察できず

該当はA・B 疑い疾患（所見）名

言語異常

その他      

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・き　　　り　　　と　　　り　　せ　　ん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学 校 長 様　　　
　  　年　　 　組　　　　　　　　　　　　　

保護者等氏名：

下記の　1）　2）のどちらかにご記入ください

 1）医師の診断を受けた場合

　　　　診断名　　 ：

　　　　学校生活やプールの授業で配慮してほしいことや指導内容：　無　・　有（　　　　　　　　 　　　　　　　　  　　　  　　）

　　　　疾患（所見）名　：　　　　               　　　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　                を確認しました。

　　　　学校生活やプールの授業で配慮してほしいことや指導内容：　無　・　有（　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  　　）

慢性中耳炎
鼓膜に穴があいていて耳だれ等の炎症を繰り返したり聞こえが悪くなったりします。放置すると難
聴が進行し、手術が必要になることもあります。

難聴の疑い
学校での聞こえの検査で、はっきり聞き取れないところ（〇印）がありました。
　　[右耳]　1000Hz/30dB　・　4000Hz/25dB 　　　　　[左耳]　1000Hz/30dB　・　4000Hz/25dB

耳垢栓塞 耳あかで耳の穴が塞がっています。聞こえが悪くなったり外耳炎の原因となることがあります。

滲出性中耳炎
鼓膜の内側に滲出液がたまる病気です。痛みはありませんが、聞こえが悪くなるので日常会話
や学校生活に差し支えることがあります。

保 護 者　等  様 健診日       　　年　　　　月　　　　日

  学校名：　
　 　　　年　　 　組　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　校長名：

所見なし
本年度の健康診断では、学校生活において支障をきたす耳鼻咽喉科疾患の所見は認めません
でした。しかし、気になる症状がありましたら耳鼻咽喉科を受診してください。

疾患（所見）名の内容と説明

定期健康診断結果は下記の通りでした。疑い疾患（所見）名がある又は鼓膜の観察ができないために医療機関への受診を
勧められたお子さんは【保護者等記入用  学校への報告書】を保護者等の方が記入して学校に提出してください。

耳あか等のために鼓膜の観察ができませんでした。耳鼻咽喉科を受診して耳疾患の有
無の確認をお勧めします。

アレルギーの原因となる物質を吸入すると発症する病気で、くしゃみ・鼻水・鼻づまりが主な３症
状です。その原因物質には通年性のホコリ・ダニや季節性のある花粉などがあります。慢性的な
鼻づまりは集中力の低下や睡眠時無呼吸による授業中の居眠りなど学校生活に支障が出る原
因になります。

副鼻腔炎
慢性的に粘性・膿性鼻汁があり、鼻づまりや嗅覚障害・鼻出血・頭痛・痰がらみの咳など、いろい
ろな症状の原因となります。

慢性鼻炎
慢性的な鼻づまりや鼻汁過多があり、集中力の低下など学校生活に影響を及ぼことがあります。
学校の健康診断ではアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎と区別できないものも含まれています。

アレルギー性鼻炎   

鼻中隔わん曲症
鼻の左右の空間を仕切る壁（鼻中隔）が強く曲がっているため、鼻づまりや鼻出血の原因となる
ことがあります。手術が必要になることもあります。

アデノイド増殖症
の疑い

アデノイドは鼻の奥にある扁桃組織です。これが大きすぎる可能性があります。大きいと口呼吸、
いびきや睡眠時無呼吸の原因となったり、中耳炎や副鼻腔炎を起こしやすくなったりします。

音声異常
声がれや鼻声など、声に異常がある可能性があります。声の出し過ぎや声変わりが原因になるこ
とが多く、声帯結節や声帯ポリープが隠れていることもあります。

扁桃肥大
口の奥の両脇にある扁桃組織が大きい可能性があります。大きいだけでは心配ありませんが、睡
眠時無呼吸や嚥下障害（飲み込みにくい）を起こすことがあります。

扁桃炎
扁桃組織の炎症を繰り返して高い熱を出す習慣性扁桃炎や、関節・腎臓・心臓等の病気の原因
になることがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2）医師の診断を受けなかった場合（所見Aで既に医師の診断と病状の説明がある場合、所見Bを家庭で確認した場合）

話し言葉に異常がある可能性があります。その程度によっては専門機関での治療や訓練が必要
になることがあります。

【保護者等記入用　　学校への報告書】
       　　　　　 　　　年　　　　月　　　　日

児童生徒氏名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　診断結果　：　1 経過観察　  2 治療開始　 3 現在治療中 　4 治療終了 　5 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　 　　　　  　　　　

舌小帯短縮症、唇裂・口蓋裂、唾液腺・甲状腺の異常、腫瘍　等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



 
 
 

② 耳鼻咽喉科健康診断結果のお知らせ 非 AB 方式 

 

  

医療機関を受診した場合は、 1）　医師の診断を受けた場合　　　に記入をしてください。

すでに受診しており医師の診断と病状の説明を受けている場合は 、2）医師の診断を受けない場合　　　に記入をしてください。

鼓膜の観察できず

該当に〇 疑い疾患（所見）名

言語異常

その他    

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・き　　　り　　　と　　　り　　せ　　ん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学 校 長 様　　　
　  　年　　 　組　　　　　　　　　　　　　

保護者等氏名：

下記の　1）　2）のどちらかにご記入ください

   1）　医師の診断を受けた場合

　　　　診断名　　 ：

　　　　学校生活やプールの授業で配慮してほしいことや指導内容：　無　・　有（　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　）

　　　　疾患（所見）名　：　　　　               　　　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　                を確認しました。

　　　　学校生活やプールの授業で配慮してほしいことや指導内容：　無　・　有（　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　）

耳垢栓塞 耳あかで耳の穴が塞がっています。聞こえが悪くなったり外耳炎の原因となることがあります。

保 護 者　等  様 　健診日       　　年　　　　月　　　　日

  学校名：　
　 　　　年　　 　組　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　校長名：

所見なし
本年度の健康診断では、学校生活において支障をきたす耳鼻咽喉科疾患の所見は認めません
でした。しかし、気になる症状がありましたら耳鼻咽喉科を受診してください。

疾患（所見）名の内容と説明

定期健康診断結果は下記の通りでした。疑い疾患（所見）名がある又は鼓膜の観察ができないために医療機関への受診を
勧められたお子さんは【保護者等記入用  学校への報告書】を保護者等の方が記入して学校に提出してください。

耳あか等のために鼓膜の観察ができませんでした。耳鼻咽喉科を受診して耳疾患の有
無の確認をお勧めします。

滲出性中耳炎
鼓膜の内側に滲出液がたまる病気です。痛みはありませんが、聞こえが悪くなるので日常会話
や学校生活に差し支えることがあります。

慢性中耳炎
鼓膜に穴があいていて耳だれ等の炎症を繰り返したり聞こえが悪くなったりします。放置すると難
聴が進行し、手術が必要になることもあります。

難聴の疑い
学校での聞こえの検査で、はっきり聞き取れないところ（〇印）がありました。
　　[右耳]　1000Hz/30dB　・　4000Hz/25dB 　　　　　[左耳]　1000Hz/30dB　・　4000Hz/25dB

アレルギー性鼻炎   

アレルギーの原因となる物質を吸入すると発症する病気で、くしゃみ・鼻水・鼻づまりが主な３症
状です。その原因物質には通年性のホコリ・ダニや季節性のある花粉などがあります。慢性的な
鼻づまりは集中力の低下や睡眠時無呼吸による授業中の居眠りなど学校生活に支障が出る原
因になります。

副鼻腔炎
慢性的に粘性・膿性鼻汁があり、鼻づまりや嗅覚障害・鼻出血・頭痛・痰がらみの咳など、いろい
ろな症状の原因となります。

慢性鼻炎
慢性的な鼻づまりや鼻汁過多があり、集中力の低下など学校生活に影響を及ぼことがあります。
学校の健康診断ではアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎と区別できないものも含まれています。

鼻中隔わん曲症
鼻の左右の空間を仕切る壁（鼻中隔）が強く曲がっているため、鼻づまりや鼻出血の原因となる
ことがあります。手術が必要になることもあります。

アデノイド増殖症
の疑い

アデノイドは鼻の奥にある扁桃組織です。これが大きすぎる可能性があります。大きいと口呼吸、
いびきや睡眠時無呼吸の原因となったり、中耳炎や副鼻腔炎を起こしやすくなったりします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　診断結果　：　1 経過観察　  2 治療開始　 3 現在治療中 　4 治療終了 　5 その他（　　　　　　　 　　　　  　　　　　）

   2）　医師の診断を受けない場合　（すでに受診しており、医師の診断と病状の説明がある場合）

話し言葉に異常がある可能性があります。その程度によっては専門機関での治療や訓練が必要
になることがあります。

【保護者等記入用　　学校への報告書】
       　　　　　 　　　年　　　　月　　　　日

児童生徒氏名： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

舌小帯短縮症、唇裂・口蓋裂、唾液腺・甲状腺の異常、腫瘍　等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

音声異常
声がれや鼻声など、声に異常がある可能性があります。声の出し過ぎや声変わりが原因になるこ
とが多く、声帯結節や声帯ポリープが隠れていることもあります。

扁桃肥大
口の奥の両脇にある扁桃組織が大きい可能性があります。大きいだけでは心配ありませんが、睡
眠時無呼吸や嚥下障害（飲み込みにくい）を起こすことがあります。

扁桃炎
扁桃組織の炎症を繰り返して高い熱を出す習慣性扁桃炎や、関節・腎臓・心臓等の病気の原因
になることがあります。







 
 
 

である。学校保健委員会は、校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教職員、学校医、学校歯

科医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係機関の代表などを主な委員とし、保健主事

が中心となって運営することとされている。  

学校保健委員会については、昭和 33 年の学校保健法等の施行に伴う文部省の通知において、学校保健

計画に規定すべき事項として位置付けられている。また、昭和 47年の保健体育審議会答申においても、

「学校保健委員会の設置を促進し、その運営の強化を図ることが必要である」と提言されているが、法

的には設置に関する規定はない。平成 26年度の学校保健委員会設置率は、小学校 91.6%、中学校 88.8%、 

高等学校 91.5%、特別支援学校 94.1％であり、設置率や開催率は上がってきているものの、その取り組

みの質的な向上が課題となっている。  

学校保健委員会を通じて、学校内の保健活動の中心として機能するだけではなく、学校、家庭、地域

の関係機関などの連携による効果的な学校保健活動を展開することが可能となることから、その活性化

を図っていくことが必要である。  

2） 関係機関との連携 

生涯にわたっての健康づくりを考えたとき、学校保健は地域保健と密接なかかわりを持っていること

から、地域の関係機関等との連携を図ることが大切である。 

 

健康診断結果は学校保健委員会等を活用し、学校職員、保護者とともに十分に検討し、子供の日常生活や

学校生活の改善を図る。生徒一人一人の疾患・異常の事後措置に留まらず、学校全体の傾向も検討し、健

康的な学校生活を送るための資料となるように心がける。また、それを元に健康教育の計画をたて、問題

点の解決を図る。 

  





 
 
 

［９］健康診断の際に注意すべき疾患および異常 

 

１．耳垢栓塞 

耳垢がたまることで外耳道が閉塞した状態をいう。耳垢は外耳道の耳垢腺、皮脂腺、汗腺からの分泌液に、

落屑上皮やホコリが混入して形成される。分泌物の違いにより湿性耳垢と乾性耳垢とに分類される。耳垢

は弱酸性で蛋白分解酵素が含まれているため殺菌効果があること、敏感な外耳道皮膚を保護していること

など重要な役割も担っている。 

安易に耳掃除をして耳垢を奥まで押し込んでしまったり大量に蓄積したりすると「耳垢栓塞」となり、耳

閉塞感や難聴を訴えることがある。また入浴や水泳などで耳垢が水を含んで膨張すると、難聴だけでなく

外耳炎の原因になる。 

耳垢は外耳道の自浄作用によって自然に排出されるため、基本的に自宅での耳掃除は不要である。過度の

耳掃除によって耳垢栓塞に至るリスクが高まるだけでなく、外耳道を傷つけたり鼓膜を破ったりする事故

も多い。 

 

２．滲出性中耳炎 

鼓膜穿孔がなく、中耳腔に貯留液があるため難聴を伴うが、児童・生徒が何も訴えず、保護者も気づいて

いないことがある。難聴は「聞き返すことが多い」「呼んでも返事をしない」程度の、軽度～中等度の伝音

難聴であるが、両側性の場合には放置されていると日常生活に支障がみられることもある。低年齢から持

続していると言語発達に遅れが生じ、情緒面に影響がみられることもある。 

治療は長期間を要することも多く、薬物治療を含めた保存的治療と、鼓膜切開術、鼓膜換気チューブ留置

術等の外科的治療とがある。鼓膜換気チューブ留置術を受けている場合は、通常の学校生活では特に問題

はないが、水泳の場合は注意が必要である。また、チューブ留置術後にフォローを受けずに放置されてい

る例も散見されるので、耳鼻咽喉科受診を促す意味で事後の通知を行う。 

小学校低学年位までに治癒する例が多いが、一部は治療が奏功せず癒着性中耳炎に移行することもある。 

 

３．慢性中耳炎 

狭義の慢性中耳炎は鼓膜穿孔が持続している疾患で、感染を伴うと耳漏（耳だれ）が生じる。鼓膜穿孔は

急性中耳炎や、滲出性中耳炎治療のチューブ脱落後などで発生し、難聴を伴うがその程度は鼓膜穿孔のサ

イズや中耳腔の状態で左右される。耳漏発生時は治療を要する。 

特殊なタイプで真珠腫を伴うケースもあり、いずれも手術、定期的な管理が必要になることがあり、水泳

の可否は耳鼻咽喉科で確認が必要である。 

 

４．難聴 

耳は外耳、中耳、内耳にわかれ、外耳～中耳に原因のある場合を伝音難聴と呼ぶ。伝音難聴は耳垢栓塞、

慢性中耳炎、滲出性中耳炎、先天性耳小骨奇形等が原因であり、多くの場合治療や手術で改善が見込める

ものである。感音難聴は主に内耳の障害であり、先天性の場合と後天性の場合があり、難聴の程度は軽度



 
 
 

から重度までさまざまである。感音難聴の大部分は治療による改善は見込めず、補聴器や人工内耳の装用

が必要となることが多い。 

近年は新生児聴覚スクリーニングが普及して先天性の軽・中等度難聴や一側ろう（一側性難聴）も乳児期

に診断されることが多くなっているが、日常生活で見逃され、就学時～就学後に発見されることもある。

軽・中等度難聴は正面からの声かけには十分に応答ができ言葉も問題なく喋っているような場合もあるが、

実際には十分な語音情報が入らず、その結果言語発達や構音発達、さらには心理面などで何らかの支障が

みられていることが多い。会話の声には反応するため、難聴に気づかれず、単なる言語の遅れや構音障害

として対応されていることもある。補聴器の装用と適切な療育が必要である。70dB未満の軽中等度難聴児

の補聴器購入に対して、多くの自治体で購入費の助成が受けられるようになっている。 

高度～重度難聴児で人工内耳手術を受けている場合や補聴器を装用している場合は、聞こえているようで

あっても健聴児と全く同じ状況ではなく騒音下や離れた場所からの声の聞き取りは悪く、座席の配慮や難

聴学級でのサポートなどが必要である。 

一側ろうは、先天性あるいはムンプス難聴などによる片耳の高度～重度難聴である。本人に難聴の自覚が

ないことが多く、日常生活も支障なく過ごしていることなどから、学校健診で初めて発見されることも少

なくない。聞こえる耳が教壇の側となる座席を配慮する。また騒音下での聞き取りが悪い、呼ばれた方向

がわかりにくい等がみられることもあるので注意が必要である。 

機能性難聴（心因性難聴）は、実際の聴力は正常であるにもかかわらず聴力検査では難聴の結果となる。

聴力検査は難聴の結果ではあるが日常生活では難聴の症状が見られない場合と、本人が難聴を訴える場合

とがある。学校や家庭での何らかのストレスが原因であることが多く、背景にある心理的因子の解明やサ

ポートが必要である。一方、「聞こえる」けれど「聞き取れない」、雑音下での聞き取りが困難などの症状を

呈する、聞き取り困難症（LiD）/聴覚情報処理障害（APD）と呼ばれる病態がある。Lid/APDは聞き取り困

難の自覚症状があるが、一般的な聴力検査は正常であり、発達障害や言語発達上の問題や注意機能の問題

が関与していることが多いとされる 

近年、ヘッドホン・イヤホン難聴が問題となっている。イヤホンなどを用いて長時間音楽鑑賞やゲームを

することにより、内耳に障害が起こり 10～15 年後に難聴となるリスクが高くなっていると言われている。

通常は、学童期に難聴は発症しないが一度難聴となると改善は見込めないため、ヘッドホン・イヤホン難

聴予防の啓発も重要である。 

 

５．アレルギー性鼻炎 

アレルギー性鼻炎は、近年増加が著しく、その発症は低年齢化傾向にある。小児アレルギー性鼻炎患者数

は男児に多いが、青春期にはほぼ同じとなる。しばしばアトピー性皮膚炎が先行、合併し、高率に気管支

喘息を合併する。アレルギー性鼻炎の自然治癒率は低率で遅く、滲出性中耳炎、慢性副鼻腔炎を合併する

ことも多い。くしゃみ、水様性鼻漏、鼻閉が 3 主徴で、日常生活では慢性的な鼻閉に伴う集中力の低下や

学習効率の低下、睡眠呼吸障害などの障害をもたらすことがある。低年齢の小児の主症状は成人と異なり、

くしゃみは少なく、鼻の搔痒感のため鼻をこすったり（allergic salute）、鼻出血を起こしたり、鼻尖部

に横に走るすじ（allergic crease）が観察されることがある。また小児のアレルギー性鼻炎の主症状は鼻



 
 
 

閉であることが多いが、本人が鼻閉を訴えることはまれであり、保健調査票を参考にして、鼻閉の存在を

見つけ出すよう努める。発生機序となる抗原の大部分は吸入性抗原で、室内塵に生息するダニ、花粉、カ

ビが代表的なものである。小児ではダニアレルギーが多いので、ダニ駆除、回避を指導し、ペットに近づ

かないようにも指導する。アレルギー性鼻炎の鼻粘膜は、非発作期には典型的所見を呈していないことが

多いので、保健調査票を活用して診断するようにする。決定的な予防法はないが、根本的な体質改善を期

待する方法として、アレルゲン免疫療法（注射による皮下免疫療法と舌下免疫療法）が推奨されており、

また近年、多くの抗アレルギー剤が局所および内服剤として開発されているので専門医の指導を受けるの

が何よりも望ましい。 

 

６．鼻中隔わん曲症 

鼻中隔わん曲症とは、鼻腔を左右に分ける鼻中隔がわん曲することによって鼻閉などの鼻症状を引き起こ

す疾患である。成長に伴いわん曲が生じたものと、外傷に伴いわん曲が生じたものに大別され、症状とし

ては鼻閉が高頻度に認められ、鼻閉に伴う睡眠呼吸障害や嗅覚障害、鼻出血を認めることもある。鼻中隔

わん曲症の根本的治療は手術治療しかないが、本疾患ではアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎などの併存が

多く、鼻閉などの症状はこれらの併存疾患の状況にも影響される。一般的にアレルギー性鼻炎や慢性副鼻

腔炎などの併存疾患に対して薬物を用いた保存的治療を行い、改善を認めない場合に鼻中隔の発育が終わ

る思春期以降に手術を検討する。 

 

７．副鼻腔炎 

鼻は固有鼻腔と副鼻腔から形成されており、感冒の経過中ウイルスおよび細菌が副鼻腔に感染し急性副鼻

腔炎が発症する。急性副鼻腔炎では膿性鼻汁、鼻閉、後鼻漏、咳嗽、全身倦怠感、発熱、頭痛、頬部痛、嗅

覚障害などを伴う。急性副鼻腔炎の治癒の遷延化や急性炎症の反復によって慢性副鼻腔炎へと移行する。 

慢性副鼻腔炎は、粘膿性あるいは粘液性の鼻汁、後鼻漏、鼻閉、嗅覚障害などの鼻症状に頭痛や頭重感な

どを伴う。その他、注意力散漫などの鼻性注意不能症や睡眠呼吸障害の原因となる。小児の副鼻腔炎は副

鼻腔が発達途上にあるため、成人の場合と多少異なる。本症は感染症であると同時に免疫、アレルギーと

いう生体反応が関与し、発症の基盤として先天的あるいは後天的の体質が関与している。小児の慢性副鼻

腔炎は成人と比較して予後は良好で、増悪と緩解を繰り返しているうちに、その多くは自然治癒するが、

一部は症状が固定し、成人の副鼻腔炎に移行する。成人の慢性副鼻腔炎では鼻茸を伴うことが多いが、小

児では少ない。小児の場合は原則として保存的治療を行い、手術適応は鼻茸、鼻性視神経炎など重篤な合

併症を生じた時や重症例など非常に限られる。 

 

８．アデノイド増殖症 

アデノイド増殖症は前鼻孔や口から観察することは難しく、健診の際にも直接視診できる場合は少ない。

保健調査票の「よくいびきをかく」、「口を開けていることが多い」、「睡眠中に呼吸が停止することがある」

の項目やアデノイド様顔貌（口元が突出、下顎と首の境界が分かりにくい）、鼻閉などを参考にして診断を

行う。 



 
 
 

睡眠呼吸障害の原因にもなり、滲出性中耳炎や副鼻腔炎が治りにくくなる要因ともなる。診断が確定し、

これらの疾患の明らかな原因であったり、疾患に対し悪影響と判断されれば手術の適応となることもある。 

 

９．（口蓋）扁桃肥大 

（口蓋）扁桃の大きさは周囲との関係で第 1度肥大から第 3度肥大に分類され（マッケンジーの分類）、3

歳から 10歳の年少児で大きく、その後は年齢とともに小さくなっていくことが多い。 

1度や 2 度の肥大では大きな問題となることは少ないが、3度の肥大では呼吸、嚥下や発音に影響を及ぼ

すことがある。極度の肥大により夜間十分な睡眠が取れず授業中に居眠りをしたり、呑み込みにくいこと

によって食事にかかる時間が長くなることもある。睡眠時の無呼吸、いびき、固形物が呑み込みにくい、

発音が不明瞭であるなどの症状が強ければ扁桃摘出の対象となる。 

 

10．習慣性扁桃炎 

扁桃炎は口蓋扁桃の大きさにはあまり関係なく炎症を反復する疾患で、疲れや体調が良くないだけで熱が

出たりのどが痛くなったりしやすい病気である。 

頻回に繰り返す場合は身体の成長に影響をきたすこともある。年に 4～5 回以上の発熱とのどの痛みを繰

り返す扁桃炎や、病巣感染の感染源と判断される場合は扁桃摘出の適応となる。 

 

11．音声異常 

音声障害 1)は言語障害とともにコミュニケーション障害に関連する重要な問題である。音声障害には軽微

なものから失声に至る重度なものまでさまざまなものがあるが、学校保健での音声障害は、成長過程にあ

る子どもが対象となるので発生する疾患に特徴があり、また学校という環境の影響を受ける。疾患の種類

やその予後、留意点は成人と異なる点が多い。 

治療の面から見ると、成人の場合外科的な治療を必要とする疾患が、小児では保存的な治療でよい場合も

ある一方、小児では急速な進行をするため、早期の外科的な介入を必要とする場合もある。また、環境の

面から見ると、音声障害が原因となって、学習や友人との会話、合唱部などのクラブ活動に支障を来した

り、さらには、それがいじめにつながったり、逆に、いじめを含む学校や家庭でのストレスから音声障害

が生じたりする等、学校生活に大きく関連する可能性がある。すなわち、医学的な管理に注意を払うだけ

でなく、コミュニケーション障害の観点から検討したり、背後にある学校生活や家庭からの心因的要素を

検討したりするなど多面的にとらえる必要性がある。また、子ども自身が声の異常を訴えることは少なく、

乳幼児では疾患として認知されない可能性もあり、周囲の配慮が必要となる。ところが、一般に軽微な音

声障害は家族、教師からも軽視される傾向があり、常に注意を喚起する必要がある。さらには、学校医自

身が音声障害に留意する必要性を感じていない点も指摘されていて、学校医自身も同様な認識が必要であ

る。 

耳鼻咽喉科学校健診は視診や聴診によるスクリーニングに過ぎないので事後措置が重要となる。器質的疾

患が診断され、医学的な治療が必要な場合もあるし、機能的疾患として臨床心理士などによる治療や指導

が必要な場合や、学校生活への影響や学校生活からの影響が考えられるためその配慮が必要な場合もある。 



 
 
 

嗄声の原因として最も多いのは声帯結節である。声の乱用や不適切な発声法がその原因とされており、声

の衛生（表）を守ることが自然治癒を促進する。声の衛生指導は、成人と違い、子どもだけでなく、保護者

も同時に指導することが重要である。また学校生活での発声法も大きく関与するため、担任教諭や、部活

動の指導者等にも理解を促すことが必要となる。 

機能性発声障害は医療機関を受診するだけでは解決しない問題が多く、医療機関と学校、家庭との連携が

重要となると考えられる。この際に学校医が両者の橋渡しとなり、相互の理解を深める助けになることが

望ましい。また、遷延性変声のような安定しない発声に関しては、子どもだけでなく、周囲の人たちが状

態をきちんと理解している環境作りに努力することが大事である。間違った発声法の指導を行ったりする

ことがないよう、発声法が原因となるいじめなどにつながったりすることがないように十分な配慮が必要

である。 

頻度は多くないが、音声障害の原因として留意すべきものとして小児の喉頭腫瘍がある。その中で最も多

い喉頭乳頭腫は手術的な治療が必要となる例では多発性、再発性の傾向が強く、増殖も早いことから入退

院を繰り返したり、入院が長期化したりすることもあり、患児の学校生活に対する不安感に配慮する必要

がある。 

 

 

表  声の衛生指導表 

 

 声の使いすぎ 

  長時間話をする：用件は短く 

  大声を出す：近くで話す、マイクを使う 

  咳払いをする：必要最小限にする 

 不適切な声の出し方 

  叫んだり、金切り声をあげたりする：ゆっくり、ゆったりと話す 

  うら声で話したり、ささやき声を出したりする：自然な声で話す 

  力みながら声を出す：のどの力を抜いて話す 

  声の出にくいとき：無理に話さない 

 のどによくない環境 

  のどの乾燥：マスクや加湿器の利用 

  たばこの煙やほこり：マスクをする。換気する。 

 身体の健康 

  かぜの予防：体調を整えることがのどにも重要 

 精神的ストレス：身体的問題や心理的問題を解決する 

 

 

 



 
 
 

注１） 学校保健安全法施行規則上は「音声異常」と表記されているが、ここでは医学用語として通常用

いられる「音声障害」を用いる。 

 

12．言語異常 

子どもの主な言語異常としては、言葉の表出や理解に遅れのある言語発達遅滞と、話し言葉として正しい

音が作れない構音の異常、そして話し言葉のリズム異常である吃音があげられる。通常学校に在籍してい

る児童生徒では、高度の言語発達遅滞が問題となることはまれであるが、軽度の言語発達遅滞は少なくな

い。その背景には知的障害や発達障害、また難聴などがあることがあるので注意が必要である。 

構音の異常とは話しことばの発音がひずんでいることで、ことばの明瞭度を低下させたり、学校生活上不

利となる原因になる。その頻度は小学校低学年ではおよそ 10%にも及ぶことがある。構音操作の誤りである

いわゆる機能性構音障害であれば、小学校低学年の内に自然に改善することが多い。それ以降に残ってい

る場合には粘膜下口蓋裂などの器質的異常や言語発達遅滞と同様に構音障害の背景に知的障害、発達障害、

難聴などの医学的問題が存在する可能性を念頭においておく。また発音に際して息が横から抜ける側音化

構音は固定化して中・高等学校まで持ち込まれることがある。 

就学後に残っている吃音は自然治癒が難しい。コミュニケーション上問題となるとともに、嘲笑やいじめ

の対象となったり、うまくことばが話せないことによる対人恐怖や引きこもりなどの二次障害が出ること

がある。吃音の症状は変動があるため、ある時点だけでは判断できない。家庭環境調査票や保健調査票に

よって家庭での状況について、さらに学校での様子については担任から情報収集し、吃音症状に困難を来

しているか把握することが重要である。耳鼻咽喉科学校医は吃音に対する正しい知識をもって対応し、担

任が学校での吃音症状に気づいて適切な対応がとれるように啓発活動を行うことも重要である。 

音声言語障害検診の詳細に関しては｢学校保健での音声言語障害の検診法｣（日本耳鼻咽喉科学会学校保健

委員会 平成 24年刊行）を参照されたい。 

 

13．めまい 

耳鼻咽喉科学校健診の場で、めまいが問題になることは稀であり、問診をしたり眼振の観察や脳神経所見

を取ったりするわけにもいかない健診中に、めまいの診断をすることは困難である。めまいが問題になる

のは健診後に、「クラクラする」とか「乗り物酔いがひどい」などの健康相談を受ける場合である。小児科・

内科を受診するケースが多いが、近年のめまいは耳鼻咽喉科という意識づけに反応して耳鼻咽喉科外来を

受診することも少なくない。めまいは内科調査票の中に含まれているが、今後は耳鼻咽喉科の問診票に含

めることも検討が必要であろう。 

本邦では、小児のめまいの原因は、背景に何らかの自律神経機能障害が存在する起立性調節障害

（Orthostatic dysregulation；以下ＯＤ）であることが多いので，初診時には、十分な問診、平衡機能検

査、簡易神経学的検査および自律神経機能検査（Schellong test等）を行い、先ずはＯＤであるかを診断

することが大切である。ＯＤに対しては急な身長の伸びなど対処が難しい時期もあるが、睡眠時間や食生

活など生活習慣を整え適度の運動をするなどが方策となる。乗り物酔いも自律神経失調（自律神経調節障

害）が関わっていることが多いので、その場合には自律神経失調症（自律神経調節障害）の治療が必要で



 
 
 

ある。乗り物酔いが強い場合は抗ヒスタミン剤の内服が勧められる。 

特に年齢が低い場合はめまいという症状自体を本人も保護者も的確に表現することが難しいため診断は

困難な場合が多い。およそ、めまいを専門としている耳鼻咽喉科医であれば小児良性発作性めまいに関す

る知識は有していると思われるが、成人の良性発作性頭位眩暈症とは病名が似ているものの全く別の疾患

であることに注意が必要である。片頭痛への移行が考えられる場合には専門外来への紹介も考慮した方が

よい。いずれにせよ脳神経症状などの神経学的検査所見、眼振などから重大かつ緊急を要する疾患を除外

することが大切であり、明らかな末梢前庭障害ではなく、ＯＤに当てはまらない症状がある場合はめまい

専門外来に紹介すべきである。 

健康教育の一環として、学校保健委員会などで小児良性発作性めまい、片頭痛関連めまい、前庭障害など

の啓発も必要である。 

 

 

［10］最後に 

耳鼻咽喉科領域の疾患（所見）は、コミュニケーション障害を含め、他覚的な検査のみで確認することは

困難であり、耳鼻咽喉科医が学校健康診断を行う意義は大きい。学校保健安全法では「耳鼻咽喉科医を学

校医として配置する」とは定めていないため、「耳鼻咽喉科医が耳鼻咽喉科領域の学校健康診断をしなけれ

ばならない」わけではない。しかし耳鼻咽喉科領域の学校健康診断を行うためには高度な専門的知識と診

療技術を必要とするため、他科によって容易に代わりうるものではない。特に学校生活における児童生徒

のコミュニケーションに重要な「聴覚」と「音声言語」を専門的に扱えるのは耳鼻咽喉科医であることを

忘れてはならない。 

2015年、日本学校保健会から「児童生徒等の健康診断マニュアル」改訂版が発行されたが、耳鼻咽喉頭領

域の学校健康診断については保健調査、検査項目、実施学年、方法及び技術的基準、注意すべき疾病及び

異常等が記載されているものの、全科を対象としたマニュアルであるため、耳鼻咽喉科に関する項目は記

述量の制限から必ずしも十分とは言えなかった。特に保健調査票に関しては極力削減され、耳鼻咽喉科疾

患の有無に関する健診は「検査」として表現されるなど、表記上の問題点も挙げられた。そのため耳鼻咽

喉科独自の健康診断マニュアルが必要であるとし、より機能的かつ効率的に耳鼻咽喉科健康診断を実施す

ること、そして耳鼻咽喉科健康診断の重要性を周知することを目的として 2016 年 3月に「耳鼻咽喉科健康

診断マニュアル」を発行した。このマニュアルでは特殊性を有する耳鼻咽喉科領域の健康診断について、

①事前の保健調査が重要であり「保健調査票の充実」が必要であること、②耳鼻咽喉科健康診断の信頼性・

精度向上と地域差・学校医間の差をなくすためには「スタンダードな健診疾患（所見）名と判定基準を共

有」する必要があること、③事後措置として、健康診断結果報告の在り方（専門医受診勧告か？ 経過観

察・指導のみか？）、さらに疾患（所見）名の解説文を添えて報告すること等について詳細に概説した。 

マニュアル発行後、2016 年〜2021 年の 6 年にわたって耳鼻咽喉科健康診断全国定点調査を実施したが、

健康診断結果については未だに地域差・学校医間の差が認められる。日々変化する学校保健情勢を鑑みる

と、疾患（所見）名と判定基準の見直しが急務で、疾患の概念についても再検討が必要であると判断し、今

回の「耳鼻咽喉科健康診断マニュアル」改訂版発行に至った。 



 
 
 

改訂版の内容から耳鼻咽喉科健康診断の目的・意義について、そして耳鼻咽喉科領域の重要性について再

確認し、各地域の耳鼻咽喉科学校保健の実情に沿った対応をしていただければ幸いである。また本書を参

考として、養護教諭をはじめとした学校関係者および保護者との共通認識を深め、組織的に耳鼻咽喉科健

康診断が実践されることを望んでいる。 
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